
                                    

 地方分権改革の推進に関する意見 
 

 地方分権改革は、制度疲労を起こしている中央集権型行財政システムを、
地方の財政的自由度を高め、地方自らの選択と責任において地域の課題を解
決していく地方分権型行財政システムへ変革するという時代の要請を実現す
るために行われるべきものである。 
 しかし、これまでの改革は、国の財政再建が優先され、各省庁の権限が温
存されるなど、地方の自由度・裁量度を高めるという本来の趣旨とは余りに
もかけ離れた内容であった。 

国は、地方に対する様々な関与や義務付けが、事業に対する責任の所在を
あいまいにすると同時に、地方の自立を阻み、ひいては国民の利益を損ねて
いることを認識し、国と地方の役割分担を明確にした上で改革を進めていく
責任がある。 
 真の地方分権型社会を実現するためには、地方の自主性・自立性を高める
ことが不可欠である。そのため、本日、八都県市は、次のとおり意見を表明
する。 

 
１ 真の地方分権型社会を実現するためには、これまでの「三位一体の改革」

だけでは全く不十分であり、平成１９年度以降も、第２期改革として引き
続き改革を強力に推進していく必要がある。 

  ついては、地方の意見を十分に踏まえ、今後の国と地方の役割分担を明
確にした上で、改革の工程を早急に明示するとともに、地方との協議の下
に改革を進めること。 

  また、この改革を真の地方分権型社会の実現を目指したものとするため、
国と地方の協議の場の制度化など、改革を計画的・総合的に推進するため
の新たな法律の制定を行うこと。 

 
２ 国庫補助負担金の改革に当たっては、国の財政再建や各省庁の個別利害

を優先することなく、真の地方分権型社会の実現のため、地方の自由度・
裁量度が高まる改革とすること。 

  また、言うまでもなく、生活保護費のような、本来国が責任を持つべきも
のについての単なる負担率の引下げは、絶対に行わないこと。 

 
３ 更なる税源移譲に当たっては、国と地方の役割分担に基づき、地方が担

うべき事務と責任に見合った税源配分を実現すること。 
その際には、安定的で偏在性の少ない所得税・消費税などの基幹税を基

本として税源移譲を行うこと。 
 
４ 地方交付税制度は、国庫補助負担金改革と税源移譲によって進展する地

方の財政的自立を補完する制度としての改革が必要である。 
  そのため、改革に当たっては、国による関与や義務付けを見直すことに

加え、従来の国による政策誘導を排除するとともに、真に地方が果たすべ
き役割に見合うよう、財源保障機能と財源調整機能に十分配慮すること。 

  また、政府・与党合意に明記された地方財政計画における投資的経費と
経常的経費の決算乖離については、同時一体的な是正を行うとともに、地
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方の参画を得て中期地方財政ビジョンを早期に策定し、地方団体の計画的
で安定的な財政運営が可能となるようにすること。 

 
５ 地方による自主的・自立的な行財政運営を実現するため、国庫補助負担

金改革等と併せて、国の地方に対する過剰な関与・規制を早急に廃止する
こと。 

 
６ 地方は、これまで歳出削減や定員の純減など国を上回る行財政改革を行

ってきた。八都県市としても、厳しい財政状況、社会経済環境の変化を踏
まえ、なお一層の行財政改革に全力で取り組む決意であるが、国において
も、徹底した行財政改革に取り組むこと。 

 
７ 新たな地方税財政制度は、我が国最大の大都市圏である八都県市の行政

需要が的確に反映されるなど、それぞれの地域の特性に応じた地方分権型
社会にふさわしいものとすること。 
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